
京都市人権文化推進会議運営要綱 

（構成） 

第１条 京都市人権文化推進会議規則（以下「規則」という。）第２条第２号に定める

市長が指名する担当局長は、行財政局財政担当局長とする。 

２ 規則第２条第７号に定める本市関係職員は、会計管理者、都市経営戦略監、企画監、

危機管理監、産業・文化融合戦略監、文化芸術政策監、まちづくり政策監、国際政策監、

デジタル化戦略監、観光政策監、木の文化・森林政策監、監察監とする。 

（幹事会） 

第２条 規則第５条第３項に定める、議長が指名する幹事は、別表に掲げる者とする。 

２ 別表に掲げる者が欠けたときは、あらかじめその者の上司が指名する者を幹事会の

構成員とすることができる。 

３ 前項の規定により、幹事会の構成員を指名したときは、議長に速やかに連絡しなけ

ればならない。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、別表に掲げる者以外の者を幹事会の会議に出

席させ、その意見又は説明を求めることができる。 

５ 幹事会に会長を置く。 

６ 会長は、幹事会の構成員のうちから、議長が指名する。 

７ 会長は、幹事会の事務を総理する。 

（人権文化推進作業部会） 

第３条 会長は、幹事会で行う連絡、調整及び検討等を円滑に行わせるため、人権文化

推進作業部会（以下「作業部会」という。）を置くことができる。 

２ 作業部会の構成員は、会長が別途定める。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を作業部会の会議に出席させ、

その意見又は説明を求めることができる。 



 

（補則） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、京都市人権文化推進会議の運営に関し必要な事 

項は、文化市民局長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１０年５月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年１２月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 



   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年８月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第２条関係） 

⑴ 総合企画局市長公室長 

 ⑵ 総合企画局国際都市共創推進室長 

 ⑶ 行財政局総務部長 

 ⑷ 文化市民局文化市民部長 

 ⑸ 文化市民局共生社会推進室長 

 ⑹ 産業観光局産業企画室長 

 ⑺ 保健福祉局福祉のまちづくり推進室長 

 ⑻ 保健福祉局障害保健福祉推進室長 

 ⑼ 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室長 

 ⑽ 保健福祉局医療衛生推進室長 

 ⑾ 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長 

 ⑿ 会長が指名する区役所及び支所の地域力推進室長 

 ⒀ 消防局消防学校長 



 ⒁ 交通局企画総務部長 

 ⒂ 上下水道局総務部長 

 ⒃ 教育委員会事務局指導部担当部長 

 ⒄ 教育委員会事務局生涯学習部長 

 ⒅ その他会長が指名する本市関係職員 


